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CHAPTER1

生活設計とリスク管理
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生活設計の考え方
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生
活
設
計
の
考
え
方

「自分にとって大切なことは何なのか」「何を実現したいのか」
という人生観や自己実現のあり方について考えることが、
生活設計全体の指針になります。

夢や目標

夢や目標をより現実的なものとして考えるために、
現在の家計(収入と支出)や資産の状況を正確に把握し、
将来のライフイベントに向けた資金計画を立てることが大切です。

家計の把握と
資金計画

夢や目標、現在の状況とあわせて、将来のリスクやその備えに
ついて考えることも大切です。

リスク管理

さまざまなライフコースとライフイベント
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リスク 経済的損失や
不利益を被る可能性

リ
ス
ク
管
理
の
考
え
方

リスクそのものを回避して、
損失が発生しないようにする。

リスクを回避する

リスクが現実のものになった場合でも、
損失ができるだけ小さくなるようにする。

リスクを低減する

リスクが現実のものになった場合に備え、
損失をカバーできるような経済的な準備をしておく。

経済的な備えをする

リスク管理の考え方
CHAPTER

1
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備えるべきリスクとは
CHAPTER

1

※厚生労働省「簡易生命表」（令和4年）

10.4％※

(約10人に1人)

5.6％※

(約18人に1人)

男性 女性

働き盛りで亡くなった

65歳までの死亡率

死亡のリスク

この数字は65歳までのあるリスクを表しています。
何を表しているでしょうか？
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備えるべきリスクとは
CHAPTER

1

65.5％※ 51.2％※

男性 女性

この数字は一生のうち○○になるリスクを表しています。
何を表しているでしょうか？

生涯がん罹患率(一生のうちにがんになる確率)

病気で入院してしまった
り かん

※公益財団法人がん研究振興財団「がんの統計2023」累積がん罹患死亡リスク＜年齢階級別罹患リスク（2019年罹患・死亡データに
基づく）全がん＞

病気のリスク
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備えるべきリスクとは
CHAPTER

1

介護のリスク

この数字は何を表しているでしょうか？

11.9％

75～79歳 80～84歳

25.6％

85歳以上

59.1％

介護を必要とする状態になった

要介護認定率

生命保険文化センターが厚生労働省「介護給付費等実態統計月報」（2023年4月審査分）、総務省「人口推計」（2023年4月確定値）の
データをもとに作成



9

死亡のリスク
CHAPTER

1

教育資金の一例
幼稚園3年間、小学校～高校は公立、

大学は私立文系に通った場合

982万円※2

遺族の生活費の一例
（40歳代夫婦、子ども2人で

夫が亡くなったケース）

9,318万円※1

○遺族の生活費 ○葬儀費用
○子どもの教育資金・結婚資金 等

必要資金の確保

※1生命保険文化センター「遺族保障ガイド（2023年11月改訂版）」
※2文部科学省「子供の学習費調査（令和3年度）」、私立大学学費は、文部科学省「私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額調査」
（令和3年度）をもとに生命保険文化センターが作成

死亡のリスク
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病気のリスク
CHAPTER

1

○治療費 ○入院時食事代
○個室の差額ベッド代 等

医療費等の支払い病気のリスク

※生命保険文化センター『生活保障に関する調査(令和4年度)』
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介護のリスク
CHAPTER

1

一時的な費用

平均74万円※

月々かかる費用

平均8.3万円※

○介護サービス利用費用 ○住宅リフォーム代
○有料老人ホームへの入居一時金 等

介護費用の支払い

※生命保険文化センター『生命保険に関する全国実態調査(令和3年度)』

介護のリスク



CHAPTER2

リスクに備える保障手段
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私的保障は公的保障や企業保障の＿＿＿＿＿＿＿＿

リスクに対する3つの生活保障手段
CHAPTER

2

主なリスク 公的保障 企業保障 私的保障

医療
(病気・ケガ) 公的医療保険 等 療養見舞金  等 医療保険､傷害保険 等

介護 公的介護保険 等 介護・看護休職制度 等 介護保険 等

遺族基礎年金
遺族厚生年金 等

死亡退職金
遺族年金   等

定期保険､終身保険 等死亡

災害弔慰金 等 災害見舞金 等

損害賠償責任 自賠責保険
自動車保険 等

住宅火災
自然災害

老後
老齢基礎年金
老齢厚生年金 等

退職一時金
企業年金  等

個人年金保険 等

補完的役割

火災保険､地震保険 等
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社会
保険

社会
福祉

公的
扶助

公衆衛生
・
医療

制度 主な保障の内容

老後・障害状態時・遺族 の
生活費 など

病気やケガにかかる
治療費

仕事中のケガ等の治療費

介護サービス
（訪問介護など）費用

失業時の生活費

1.公的年金
（国民年金など）

2.公的医療保険
（健康保険など）

4.労働者災害補償保険

3.公的介護保険

5.雇用保険

公的保障としての社会保障制度
CHAPTER

2

について、会社員の場合は、給与天引きで社会保険料を納付することになります。※

社会保障制度
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生命保険と損害保険
CHAPTER

2

生命保険 損害保険

住宅火災
自然災害

損害賠償
責任

事故

生命保険(第一分野)は人の生死に関して一定の金額を受け取れる保険で、

損害保険(第二分野)は偶然の事故によって生じる損害に応じた金額を受け取れる

保険です。また、病気やケガ、要介護状態などの場合に受け取れる保険は第三

分野といい、生命保険会社、損害保険会社ともに取り扱います。

第一分野 第二分野

第三分野
死亡

医療

介護

老後
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預貯金 保険

メリット 貯めたお金は自由に使うことができる
途中で万一のことがあった場合、
あらかじめ決められた金額を受け取る
ことができる

デメリット

途中で万一のことがあった場合などに、
必要な金額が貯まっているとは限らな
い

保険の種類によっては、解約しても支
払った保険料の全額が戻ってこない

30歳 40歳 40歳30歳

貯
蓄
額

保
障
額

貯蓄額は
毎年100万円

（総額1,000万円）

生命保険会社に
支払うお金は
毎年約4万円

（総額約40万円）

１
，
０
０
０
万
円

私的保障の手段 預貯金と保険
CHAPTER

2

＿＿＿＿＿＿のために貯める ＿＿＿＿＿＿＿に備える様々な目的 特定の損失
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契約者

被保険者

受取人

生命保険会社

保険料

保険事故

保険金・給付金

契約者 ：生命保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利（契約内容変更などの請求権）
    と義務(保険料の支払義務）をもつ人。

被保険者 ：その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となっている人。
受取人 ：保険金や給付金などを受け取る人。
保険料 ：契約者が生命保険会社に払い込むお金。
保険金 ：被保険者が死亡・高度障害状態のとき、または満期まで生存したときに、生命保険会社

    から受取人に支払われるお金。
給付金 ：被保険者が入院したとき、手術をしたときなどに生命保険会社から被保険者や受取人

   に支払われるお金。

生命保険の基礎用語
CHAPTER

2
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生命保険の基礎用語
CHAPTER

2

 ＜保険の仕組図の見方＞
高さは、保険金額(受け取る金額)です。

長さは、保障の期間です。

一生涯保障が続く終身保険です。

生命保険商品は、主契約に特約がセットになっている場合も多いです。
⚫ 主契約だけで契約できるが、特約だけでは契約できません。
⚫ 主契約が満期を迎える、解約するなどのとき、特約も同時に終わります。

生命保険には、本体となる契約(主契約)と、保障機能を追加するオプション(特約)があります。
特約を付加することで、一定期間の保障を増やしたり、保障の範囲を広げることができます。

主契約 特約 定期保険特約付終身保険

！

医療保険特約

定期保険特約

医療保険特約

定期保険特約

終身保険

終身保険

将来の保険金・給付金や年金の支払いに備えて
積み立てられる部分を表しています。
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リスクに備える保障 死亡
CHAPTER

2

パターン①の場合、不足する金額についてあらかじめ備えておくことが大切です。

・残された家族の生活費
(食費、水道・光熱費、

通信費、教育費、住居費等)

・葬儀費用等

支出
見込額

・公的保障(遺族年金等)

・企業保障(死亡退職金、

弔慰金等)

・私的保障
(家族の就労収入、預貯金等の

自己資産、民間保険等)

収入
見込額

支出
見込額

収入
見込額

〈パターン① 〉

＞ 支出
見込額

収入
見込額

〈パターン② 〉

＜

死亡のリスクに備える民間保険 定期保険、終身保険 等
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保険種類ごとの保険料の違い
CHAPTER

2

⚫ 30歳契約、死亡保険金は1,000万円
⚫定期保険、養老保険の保険期間は30年(60歳になるまで)
    終身保険は一生涯
⚫保険料払込期間は30年(60歳になるまで)

条
件

定期保険 養老保険 終身保険

性別 男性 女性 男性 女性 男性 女性

保険料 0.36万円 0.28万円 2.99万円 2.97万円 2.77万円 2.69万円

払込総額 128万円 102万円 1,075万円 1,067万円 996万円 969万円

60歳時の
受取り 0万円 0万円

満期保険金

1,000万円

満期保険金

1,000万円

解約した場合の
解約返戻金

904万円

解約した場合の
解約返戻金

885万円

※保険料は月払で、生命保険会社または契約の内容によって異なります。

※生命保険文化センター「遺族保障ガイド(2023年11月改訂版)」より抜粋
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ワークシート 万一の時の必要資金を計算しよう
CHAPTER

2

家庭の働き手が死亡した場合、必要な資金はいくらに
なるでしょうか。ある4人家族の例です。
まずは、残された家族の生活費を概算で計算しましょう。

家
族
例

夫〔46歳〕会社員
妻〔46歳〕パート勤務
子〔16歳・13歳〕
現在の生活費(1か月)30万円

末子独立までの
家族の生活費

＝
現在の生活費

× 12
か月

× 0.7 ×

末子独立時の年齢－
末子の現在の年齢

＝

万円万円／月 年

末子独立後の
配偶者の生活費

＝
現在の生活費

× 12
か月

× 0.5 ×

末子独立時の配偶者
の平均余命（※3） ＝

万円万円／月 年

合計
万円

※3 末子22歳の時の妻の平均余命

夫 死亡

妻 46歳

子 16歳

子 13歳

9年間 55歳

9年間 25歳

9年間 22歳

34年間 89歳死亡

末子が独立する(22歳)までの
家族の1か月の生活費

末子が独立後の
妻だけの1か月の生活費

30

30

9

34

2,268

6,120

8,388
※1夫が死亡した後の生活費は、現在の70％を目安とします。

※1

※2

※2妻が1人で生活する期間の生活費は、現在の50%とします。
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ワークシート 万一の時の必要資金を計算しよう
CHAPTER

2

次に、公的年金から支給される遺族年金額を計算しま
しょう。

遺族年金について
公的年金には遺族年金(遺族基礎年金と遺族
厚生年金)があり、国民年金の遺族基礎年金
は、原則18歳到達年度の末日までの子ども
がいないと受給できません。

妻 46歳

子 16歳

子 13歳

妻 48歳

子 18歳

子 15歳

妻 51歳

子 18歳

妻 65歳 妻 89歳

子2人の期間 子1人の期間 妻が65歳に
なるまでの期間

妻死亡までの
期間

2 年 3 年
14 年 24 年

【子2人の期間】遺族年金額166万円×

【子1人の期間】遺族年金額143万円×

【妻65歳になるまで】遺族年金額101万円×

【妻死亡まで】遺族年金額121万円×
(妻の老齢基礎年金を含む)

年

年

年

年

2

3

14

24

＝

＝

＝

＝

332 万円

429 万円

1,414 万円

2,904 万円

合計
万円

5,079

※遺族年金額は夫が平均年収400万円（平均標準報酬額33.3万円、加入期間25年(300月)未満の例(令和5年度価格)

※生命保険文化センター「遺族保障ガイド」2023年11月改訂版
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ワークシート 万一の時の必要資金を計算しよう
CHAPTER

2

最後に、現在の生活を維持するのに公的保障(公的年金)だけでは不足する金額を計算しましょう。

必要な生活費
万円

8,388 遺族年金額
万円

5,079
万円

3,309

もしものことが起きたときには、公的保障や企業保障に支えて
もらえますが、それだけでは不足することもあります。
今回のケースでは、これだけの金額が不足します。
この時のために＿＿＿＿＿や＿＿＿＿＿で備えておきましょう。

※遺族の生活費のほかに、子どもの教育費、子どもの結婚資金、住宅費用、葬儀
費用、負債の清算資金、相続費用・相続税、予備費等が必要になります。

預貯金 保険
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リスクに備える保障 医療
CHAPTER

2

※1 現役並み所得者は3割負担。75歳以上について、一定以上の所得がある人は２割負担(2022年10月~)。

※1
※1

※2 自治体によっては小（中・高等）学校卒業まで、治療費の自己負担分を全額補助している場合があります。

公的医療保険

長期の入院などで自己負担額が高額になる場合は、
高額療養費制度により負担を抑えることができます。

高額療養費制度とは

病気のリスクに備える民間保険 医療保険 等



25

ワークシート 病気で入院、自己負担はいくら？
CHAPTER

2

病気で入院して、手術を受けたとき、医療費の総額
が100万円かかりました。自己負担はいくらになる
でしょうか。計算してみましょう。

公的医療保険制度について
病院で治療を受けた場合、小学校入学後～69歳ま
では医療費の3割が自己負担になります。さらに、
自己負担が高額になった場合、負担が軽減される
「高額療養費制度」があります。

公的医療保険が負担 7割 70万円
支給される
高額療養費

自己負担額

医療費総額100万円の場合

月収28～50万円(給料等が27万円以上51.5万円未満の場合)

 自己負担限度額：80,100円＋(医療費－267,000円)×1%

80,100円 267,000円 1% ＿＿＿＿＿＿円＿＿＿＿＿＿＿円1,000,000 87,430( )

公的医療保険が7割負担であるため、病院の窓口負担は30万円かかります。

しかし、高額療養費制度を受けることで実際の自己負担は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿円になります。87,430

※月収(給与等)に応じて、自己負担限度額は異なります。

窓口負担30万円

※その他に入院時の食事代や、差額ベッド代、先進医療の治療費等がかかります。
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リスクに備える保障 介護
CHAPTER

2

公的介護保険

・40歳以上の人が加入する制度

・介護サービスにかかった費用の１割を自己負担
（所得の高い人は２～３割負担）

・在宅サービス等について、1ヶ月あたりの
支給限度額が定められている

介護のリスクに備える民間保険 介護保険 等
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リスクに備える保障 老後
CHAPTER

2

日本の年金制度は、基本的に３階建ての制度。
・１階：日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する

 国民年金（基礎年金）
・２階：会社などに勤務している人が加入する厚生年金 
・３階：企業または個人が任意で加入する年金
        (確定給付企業年金、企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金（iDeCo）等）

日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人

国民年金（基礎年金）

企業または個人

任意で加入する年金

１階部分

２階部分

３階部分
公的年金

会社員、公務員

厚生年金

※厚生労働省ホームページおよび規制改革推進会議専門チーム会合資料をもとに作成
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就職 結婚 第1子
誕生

第2子
誕生

子ども
独立

老後

死
亡
保
障
額

＜結婚＞
亡くなったとき、残され
る結婚相手のための死亡
保障が必要となります。

＜出産＞
遺族の生活費や教育費をま
かなうための、より大きな
保障が必要となります。

＜子ども独立・老後＞
子供の生活費や教育費が無
くなるため、死亡保障の必
要額はその分減少します。

自分のライフステージに応じた必要な生命保険を選択し、
生活環境の変化などに応じて見直すことが大切です

＜保険の見直し方＞

追加契約・特約の中途付加 主契約を新たに契約したり、特約を追加すること

減額・特約の解約 現在の保険金額を減らしたり、特約を解約すること

転換 現在の保険の積立部分を活用し、新しい保険を契約すること

ライフステージに合わせた生命保険・見直し
CHAPTER

2



CHAPTER3

生命保険の契約と
解約時の留意点

29
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手順
➋

告知(診査)

生命保険会社が契約を承諾すると、
この3つが全て終わった時点に

さかのぼって保障が始まります。

手順
➊

申込書の提出

手順
➍

保険証券の
受領

手順
➌

保険料の
払い込み

生命保険
会社の
承諾

✓ 告知(診査)
契約者または被保険者は、過去の傷病歴や現在の健康状態、職業などについ
て、告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に、事実をありのままに告
げる告知義務があります。告知した内容に基づき、生命保険会社が契約の可
否や条件を決定します。健康状態によっては契約できないこともあります。
告知は、契約者間で保険料負担を公平にするためにとても重要です。

契約成立！

契約の流れ
CHAPTER

3
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生命保険商品の内容(保険金額、保険期間、支払事由など)を
理解するために必要な事項が説明されています。

(保険商品パンフレット、保険設計書等)

契約概要

契約するにあたって特に注意すべき事項(クーリング・オフ、
告知義務など)が説明されています。注意喚起情報

約款は契約の重要事項を説明したものであり、その約款を
平易な言葉でわかりやすく説明したものがご契約のしおりです。

ご契約のしおり
約款

契約締結前に申込者が最終的に確認する機会を確保し、保険
商品がニーズに合致していることを確認する書面です。意向確認書面

※一般的に「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」か「申込日」のいずれか
遅い日から、その日を含めて8日以内であれば申し込みを撤回できます。

契約時に交付される書類
CHAPTER

3
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保険金・給付金を
請求する事態が発生！！

請求を忘れないように！！
保険金や給付金を受け取れる事態
が起こった場合は、生命保険会社
に連絡してください。どんなとき
に受け取れるのか「約款」などで
確認しておくことが重要です。

重要

保険金を受け取れない場合があります
＜死亡保険金を受け取れないのは…＞
⚫ 告知内容が事実と違うために契約を解除されたとき(告知義務違反)
⚫ 契約して2～3年以内に被保険者が自殺したとき
⚫ 契約者や、死亡保険金の受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
⚫ 戦争その他の変乱によるとき  等

＜災害による保険金などを受け取れないのは…＞
⚫ 被保険者の精神障害や泥酔の状態を原因とする事故のとき 等

！

保険金等請求時の留意点
CHAPTER

3
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保険契約の解約

解約するときの留意点は？
1. 契約してから短期間で解約した場合は、払ったお金は全く戻ってこないか、

あってもごくわずかです。
2. 一度解約した生命保険はもとに戻りません。
3. 健康状態によっては、新しい生命保険を契約できなかったり、保険料の割増や

身体の一部を保障しないなど特別条件つきでの契約になることがあります。
4. 新しい生命保険を契約するときに予定利率や年齢などが変わっていると、保険

料が割高になることがあります。
5. 解約の手続きには口頭の申し出ではなく、所定の書類の提出が必要です。

！

解約時の留意点
CHAPTER

3



おわりに

講義のまとめ
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リスクを事前に認識
⇒対処方法を考えておく

3つの生活保障手段
(公的保障・企業保障・私的保障)

⇒生活設計に組み込んでおく

生活環境の変化に応じて、保障を見直す

講義のまとめ
CHAPTER

4


